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に
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に
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、
別
紙
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弁
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を
送
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す
る
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一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
二
十
五
日
に
厚
生
労
働
省
が
公
表
し
た
「
令
和
三
年
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
者
総
合
実
態
調

査
の
概
況
」
で
は
、
就
業
調
整
を
行
っ
て
い
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
四
十
六
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
が
、
就
業
調
整
を
行
う

理
由
と
し
て
「
自
分
の
所
得
税
の
非
課
税
限
度
額
（
百
三
万
円
）
を
超
え
る
と
税
金
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
」
と

回
答
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
お
尋
ね
の
「
誘
因
」
が
作
用
す
る
か
否
か
や
、
ど
の
よ
う
に
作
用
す
る
か
に
つ
い
て

は
、
個
々
の
事
情
に
よ
り
異
な
る
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
一
概
に
申
し
上
げ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
一
般

論
と
し
て
申
し
上
げ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
年
収
の
壁
」
を
意
識
せ
ず
に
働
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
環
境
づ
く
り
は
重
要
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。 


